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〔ケース編〕第 4回　登記について

E パターン
本文 =14.5Q　字間＝ 0.5H 行間＝ 8.32 H □段落 =18w × 37l（段間 =13mm）

□地柱 12Q 　文字アミ 80%
天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　

回答：一般社団法人家族信託普及協会
監修：司法書士　宮田 浩志

　行政書士として信託契約公正証書
の作成までのコンサルティングを実
行しましたが、その後の信託登記は
どのタイミングで司法書士につなげ
ばよいでしょうか？

Ｑ1

Ａ1  通常の不動産の売買や贈与の契
約と同様、信託契約に基づく不動産手続
に関与する司法書士は、信託契約締結時
に立ち会い、契約当事者の本人確認をす
べきです。
したがって、司法書士以外の法律専門

職が中心となって信託契約公正証書の作
成コンサルティング業務を実行したとし
ても、公証人の面前で公正証書を作成す
る現場には、登記手続を担う司法書士が
立ち会うことが原則となり、その場で登
記関係書類（登記原因証明情報や登記委
任状等）への調印や必要書類（登記済権
利証や印鑑証明書、固定資産評価証明書
など）の原本を受領することが一般的で
す。
Q2 の回答にも関連しますが、不動産

登記簿にどこまで記載すべきかは、事前

にお客様なり契約書作成に関与した法律
専門職なりと協議が必要になると考えま
すので、契約締結前の信託契約書の文案
が確定した段階で、早めに司法書士に依
頼をしておくとよいでしょう。

　信託目録には、信託契約のすべて
の情報を掲載する必要があるのです
か？

Ｑ2

Ａ2  信託目録の掲載情報については、
不動産登記法に登記しなければならない
項目が定められています。基本的な考え
方としては、信託契約書の内容をすべて
掲載する必要はなく、当該信託不動産に
関係する情報にしぼって、登記申請代理
人たる司法書士が信託契約書の条項から
取捨選択することになります。つまり、
当該不動産に関する取引等の法律行為が
安全・適正になされるために必要と思わ
れる情報は、登記簿に公示すべきという
判断になります。法定の項目を含め、信
託目録に記載される代表的なものは下記
のとおりとなります（下記の項目がすべ

　一般社団法人家族信託普及協会には、全国の専門家（約 1,200 名）の会員から様々なご質問が日々
寄せられます。「制度のこと」、「お客様への提案方法」、「信託組成に伴う諸手続き」などのご質問
に対し、事務局が専門家に確認しながら回答しております。
　本連載では、それらのご質問の中から普遍性が高いものを、回答例とともにご紹介します。
　今回は「信託登記について」です。
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天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　
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てというわけではありません）。
●�委託者、受託者、受益者の住所・氏名
●信託の目的
●信託財産の管理方法（受託者の権限）
●�信託監督人や受益者代理人があると
きは、その住所・氏名

●信託の終了事由
●�予備的受託者や後継受益者があると
きは、その定め

上記に含まれない信託契約の内容につ
いては、ケースバイケースで専門家がお
客様と相談のうえ、登記するかどうかを
判断します。
例えば、受益者連続型信託における後

継受益者や信託終了時における残余財産
の権利帰属者については、重大な個人情
報になりますので、安易に信託目録に記
載することは避け、「年月日付信託契約
書第○条記載のとおりの……」のような
文言で具体的には記載しない方法もあり

ます。
「信託目録に何を掲載するか」あるい
は「何を掲載しないか」は、各事案の信
託目的や内容によって慎重に検討するこ
とが必要となりますので、家族信託の実
務に精通した司法書士が信託登記を担う
ことが重要といえます。

※�一般社団法人家族信託普及協会では、家族信託
の組成に携わる専門家の方々のサポートを行っ
ております。協会へのお問合せやご質問は、

●協会正会員の方
　⇒�会員ページ内の「問合せ相談」フォームより
お問い合わせください。

●協会会員でない方
　⇒�協会ホームページの「お問合せ」よりお問い
合わせください。

※�ご質問いただいてから回答までは１週間程度の
お時間をいただきます。

※�協会にお問合せをいただきましても、個別具体
的なご相談に関して回答はできません。よって
この場合は一般論の範囲での回答とさせていた
だきます。（コーディネーター、専門士サポート
サービスは除く）
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